
第１節 環境教育・環境学習の推進

１ 環境に関する知識等の収集、提供体制の整
備
＜環境政策課、カーボンニュートラル推進課＞
「ふるさと環境条例」第４１条では、「県は、
環境に関する知識等の集積に努めるとともに、
環境に関する知識等が効果的に活用され、適切
に承継されるようにすること」とされています。
県では、環境の保全に関する必要な情報の提
供のため、県のホームページや「いしかわ環境
情報サイト（https://ishikawa-ecoweb.pref.ishikawa.
lg.jp）」を通じて、生活環境・地球環境・自然環
境に関する情報を提供しています。
さらに、公益社団法人いしかわ環境パート
ナーシップ県民会議（県民エコステーション）
のホームページでは、県民、民間団体（NPO）、
事業者の環境保全活動を後押しするため、関連
図書や講師派遣事業などの活動支援に関する情
報を提供しています。

石川県のホームページ
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kankyo/

２ 学校等における環境教育
（１）学校における環境教育

＜学校指導課＞
県では、平成２９年告示の小学校及び中学校学

習指導要領、平成３０年告示の高等学校学習指導
要領に基づいて、学校教育全体並びに各教科等
の指導を通じて環境教育を推進しており、県内
の全ての公立学校で環境教育を行っています。
学校教育指導の重点として、以下の３項目を

中心に取り組んでいます。

第６章 環境を通じた人づくり・地域づくり

環境への負荷が少なく持続可能な社会を実現するためには、多様な主体が、様々な機会を通じて環
境問題について学び、自主的・積極的に環境保全活動に取り組んでいることが重要です。
第６章では、環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関するこ
とについてまとめています。

現状と課題
本県では、大学や研究所、NPO、事業者などにより環境研究や調査が進められており、また、本県
の豊かな自然環境を背景にした環境教育・環境学習が保育所、学校、地域で盛んに取り組まれていま
す。
体験や観察等を通じ、あらゆる主体が環境について学ぶことができる場や機会を充実させ、県民一
人ひとりが、様々な環境問題を自らの問題として捉え、環境保全活動に取り組んでいけるよう、発達
の段階に応じ、環境教育・環境学習を推進していく必要があります。
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・よりよい環境の創造に関与できる能力と積極
的に働きかけをする態度の育成
〈体験活動、身近な環境との関わりの重視〉
・「学校における環境教育指針」に基づいた計
画的指導の充実
〈学校教育全体を通しての系統的・計画的な
指導の推進〉
・持続可能な社会の形成者としてふさわしい資
質や価値観の育成
〈課題に対する多面的・総合的な探究、実社
会における実践の推進〉

（２）幼稚園における環境教育
＜学校指導課＞

県では、平成２９年告示の幼稚園教育要領に基
づいて、将来につながる環境意識や態度の育成
を目指し、発達の段階に応じて、以下の取組を
推進しています。
・自然に親しむ活動や、自然の大きさ、美し
さ、不思議さ等に触れる体験を通して、豊
かな感性を育むとともに、自然を大切にす
る心や態度を育てる。
・生活体験を通して、基本的生活習慣を養う
とともに、社会生活における望ましい習慣
や態度を育てる。

・家庭や地域、小学校等と連携し、身近な環
境に関わる力を養うとともに、生涯にわた
る環境教育の基礎を培う。
特に、「自然に親しむ活動」が幼児にとって
大切であると考え、自然の中での体験・遊びや
作物の栽培・収穫、生き物の世話などが十分に
行える環境づくりに留意しています。その他、
「身近なリサイクル活動」として、遊びの中で
家庭での不用物や紙を再利用したり、色分けし
たゴミ箱で分別したりするなど、幼児が日常生
活の中でもできる取組を推進しています。

（３）保育所・認定こども園における環境教育
＜少子化対策監室＞

平成１３年度に、保育所において、自然を大切
にする心を育む環境教育を推進するため、その
取り組み方の指針となる「いしかわの保育所に

おける環境教育実施要領」を策定しました。県
内各保育所では、この指針等に基づき、自然を
大切にし、敬う気持ちを子どもが持てるよう、
小動物の飼育、草花の栽培、野菜作り、遠足な
どによる自然体験、ごみの減量化や分別収集な
どに取り組んでいます。
令和６年度は、県内の保育所すべてが環境教
育を行いました。

３ 地域及び職場における環境学習
＜環境政策課、カーボンニュートラル推進課＞
地域においては、市町の公民館行事の一環と
して、あるいは地域の各種団体が主体となって
環境講座等の環境学習が行われています。
特に、いしかわ地域版環境 ISOに取り組む
町内会や公民館などでは重点的に取り組まれて
います。
職場においては、ISO１４００１やエコアクショ

ン２１に取り組む事業所が教育訓練の一環として
取り組んでいます。
県としても、これらの取組を支援するため、
県職員を講座の講師として派遣したり、公益社
団法人いしかわ環境パートナーシップ県民会議
で実施している講師派遣事業を紹介したりする
などの支援を行っています。

４ 公益社団法人いしかわ環境パートナーシッ
プ県民会議の活動
＜環境政策課・カーボンニュートラル推進課＞
「ふるさと環境条例」では、県民・事業者・
民間団体及び行政の協働によって環境保全活動
の推進を図っていくこととしており、その拠点
として、県民エコステーションがあります。県
民エコステーションは、「公益社団法人いしか
わ環境パートナーシップ県民会議」が運営して
おり、平成２２年４月には、最新の住宅省エネ技
術を取り入れて建設された「いしかわエコハウ
ス」に移転しました。
この「いしかわエコハウス」は、県民の皆様

方や建築事業者の方に、住宅の省エネ効果を体
験的に学んでいただくことにより、「住まいか
らの地球温暖化防止」を目指しています。
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また、エコハウスに設置されたエコキッチン
を活用したエコクッキング教室やグリーンカー
テン教室等の開催、環境関連図書等の貸出、県
内の環境保全団体のイベント案内など環境保全
団体の活動の場としても利用されており、本県
における環境保全活動の拠点施設として活動し
ています。
さらに、「石川県地球温暖化防止活動推進セ
ンター」の指定を受け、地球温暖化防止に関す
るさまざまな活動を展開しています。
県民エコステーションは、金沢市鞍月２丁目

１番地（産業振興ゾーン内）に設置されていま
すので、ご利用ください。
いしかわ環境パートナーシップ県民会議の主
な活動内容は以下のとおりです。

（１）いしかわ環境フェアの開催
地球温暖化防止など環境保全のための普及活
動の一環として、いしかわ環境フェアを開催し
ています。
令和６年度の概要は次のとおりです。

期 日 令和６年８月２４日（土）２５日（日）
会 場 石川県産業展示館４号館
参 加 数 ９，０００人
参加団体 １２０団体
内 容
○テーマ
みんなで�ストップ温暖化～「デコ活」カー
ボンニュートラルにつながる新しい豊かな
暮らしへ～
○企業・団体出展コーナー
民間団体、企業、大学、行政における地球
温暖化防止活動や環境配慮型製品の展示、
紹介
○体験・工作コーナー
自然素材等を利用した小物作り、エコ体験
など
○ステージイベント
石原良純氏・デコ活応援隊：みんなでやっ
てみよう「デコ活」

○エコライフの提案
・最新電動自転車の展示・試乗
・最新省エネ住宅設備の体験展示
○表彰式等
環境月間、愛鳥週間ポスター表彰式

（２）エコチケットによる地球温暖化防止活動へ
の支援
いしかわ家庭版環境 ISO認定家庭を対象

に、家庭における省エネ活動に応じてエコチケ
ットを交付し、エコ活動等の普及・拡大を図り
ました。
公益社団法人いしかわ環境パートナーシップ
県民会議では、エコチケット申請書の審査、エ
コチケットの交付、エコチケット使用店舗から
の請求に基づく換金など、エコチケット事業の
円滑な事務遂行に努めました。

（３）研修会や講習会等への講師派遣
県内の各種団体が行う環境保全に関する講演
会等に講師を派遣しています。
令和６年度は、学校、保育所、地域団体等が
開催する地球環境問題、廃棄物・リサイクル、
水環境、自然環境等をテーマとした研修会や講
習会に講師を４０回派遣しました。

（４）環境保全活動団体の活動支援
環境保全活動の裾野を広げることを目的とし
て、自発的、継続的に環境保全へ向けた活動を
行う営利を目的としない団体に対して、活動に
要する経費を助成する事業を行っています。
令和６年度には、地球温暖化防止活動や環境
保全活動などに取り組む４団体に対して支援を
行いました。

（５）いしかわ事業者版／工場・施設版環境 ISO
の登録審査
事業者及び非営利団体等が、自主的かつ簡易
に環境保全活動に取り組めるよう、石川県独自
の環境マネジメントシステムとして「いしかわ
事業者版／工場・施設版環境 ISO」の運用を推
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進し、登録を行っています。公益社団法人いし
かわ環境パートナーシップ県民会議では、石川
県から「いしかわ事業者版／工場・施設版環境
ISO」審査機関の指定を受け審査業務を行って
います。令和６年度は、２１０件の審査を行いま
した（事業者版１８０件、工場・施設版３０件）。

（６）県民エコステーションでの常設展示
・エコキッチン
・石川県リサイクル認定製品
・ドイツ交流コーナー（ドイツ・フライブルク
市との交流コーナー）
フライブルク市エコステーションの事例パネ
ル、グッズ等紹介
・会員活動情報、イベント情報、温暖化防止啓
発等のチラシ、パンフレットの掲示
・電気自動車
・V 2 H（Vehicle to Home）

＊令和６年度における
「県民エコステーション」来所者数
３，２６２人（月平均：２７１人）
（内 訳）
①来館者数 ２，７１４人（月平均：２２６人）
②会議室利用者数
団体数：３１団体（月平均：２団体）
人 数：５４８人（月平均：４５人）

５ 環境保全功労者の表彰 ＜環境政策課＞
県では、環境に配慮した活動が県全体に広ま

るよう、ふるさと石川の環境を守り育てる活動
に率先して取り組み、その成果が顕著であり、
他の模範となる者を「ふるさと石川環境保全功
労者」として、表彰しています。
令和６年度の概要は次のとおりです。
表彰日：令和６年６月２５日（火）
受賞者：２１者
表彰対象部門
Ⅰ 環境保全功労者表彰
１ 地域の環境の保全に貢献し、その功
績が顕著である者

２ 環境保全事業に関する研究、考案、
技術改善又は業界の指導育成等に従
事し、その功績が顕著である者

Ⅱ 環境保全貢献企業表彰
１ ISO１４００１等を認証取得し、環境保
全活動が他の模範となる企業

２ 地域の環境保全に貢献し、その功績
が顕著である企業
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第２節 地域資源を活用した持続可能な地域づ
くり

我々の経済活動や社会活動は、地域の多様な
資源の上に成立しています。
地域資源には、地域のエネルギーや自然資
源、都市基盤、産業集積等に加え、文化、風土、
組織・コミュニティなど様々なものが含まれ、
地域が持続可能であるためには、経済活動や社
会活動によって、資源の過剰な採取や、環境に
負荷のかかる物資の排出をできる限り抑えるこ
とが重要です。
他方で、近年は、少子高齢化や人口減少が地
域経済の疲弊や里山里海の荒廃による生物多様
性の低下にも影響を与えるなど、環境・経済・
社会面の課題が相互に関連し、複雑化していま
す。
国は、環境政策を通じ、経済・社会に関する
諸課題の同時解決を図る手段として、地域循環
共生圏を提唱し、その創造を通じて、持続可能
な社会の形成を目指すこととしています。
各地域においても、地域資源を活用し、環境
に関する課題解決を図りながら、経済・社会面
の向上を図る取組の推進が求められています。

１ 地域のエネルギー・バイオマス資源の活用
（１）再生可能エネルギー
再生可能エネルギーの導入推進により、温室
効果ガスの排出抑制だけでなく、地域の活性化
や産業振興・農業振興、災害・防災対策等も図
ります。

（２）食品廃棄物等
食品廃棄物等の排出抑制だけでなく、たい肥
化による農業振興やフードバンク・フードドラ
イブの周知による社会貢献も図ります。

（３）家畜排せつ物
家畜排せつ物をたい肥化し、循環資源として
の有効利用を促進することで、家畜排せつ物の
管理の適正化による水質汚濁の防止だけでな
く、農業振興も図ります。

（４）木質バイオマス
未利用材の木質バイオマス資源としての有効
利用を促進し、健全な森林経営だけでなく、化
石燃料からの代替エネルギーの地産地消も図り
ます。

２ 地域の自然資源の活用
里山里海の豊かな自然を保全するとともに、
里山里海における地域資源の魅力発信や生業の
創出を図ります。

３ 都市と農山漁村の交流促進
企業やNPO、都市部に住む人々などの多様
な主体の参画による里山里海保全活動を促進す
るとともに、里山里海の地域資源を活用し、ス
ローツーリズムによる農村地域への誘客を促進
します。

第３節 環境研究、国際環境協力の推進

１ 環境研究の推進
（１）保健環境センター
保健環境センターは、県民の健康と生活環境
を守るため保健衛生分野や環境分野での調査研
究を行っています。令和６年度に実施した環境
分野の調査研究は、次の３課題です。また、広
域的な環境問題に対応するため、酸性雨や微小
粒子状物質（PM２．５）等について、国立環境研
究所等との共同研究にも参画しています。

① 気候変動による石川県内の河川・湖沼の水
質への影響調査
気候変動による様々な影響の一つとして、水
環境・水資源への影響が指摘されています。本
研究では、気候変動が県内の河川・湖沼の水質
に現在どのような影響を及ぼしているのか、ま
た、将来どのような影響を及ぼすのかを解析
し、現在の状況、将来予測される影響を情報発
信することを目的としています。令和６年度
は、過去のデータを整理し、石川県内の河川・
湖沼における水質の長期変動の有無について確
認しました。
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② タイヤ摩耗粉由来の酸化生成物（６PPD‐
Q）の実態調査
タイヤに含有される酸化防止剤６PPDの酸

化によって生じる６PPD‐キノン（６PPD‐Q）
が魚類に影響を与えているとの報告がありま
す。県内においてもタイヤ摩耗粉の発生による
汚染が懸念されることから、本研究では、６PPD
‐Qについて、環境中の実態調査に取り組み、
環境リスク評価、将来の規制に備える基礎資料
とすることを目的としています。令和６年度
は、環境試料中における６PPD及び６PPD‐Q
について、分析方法の検討を行いました。今後
は、確立した分析方法を用いて県内の実態調査
を実施する予定です。

③ 環境放射線モニタリングに関する調査研究
環境中には、ウランやトリウム、カリウム４０
などの自然界にもともと存在している放射性物
質だけでなく、平成２３年３月の東京電力（株）
福島第一原子力発電所事故により環境中に放出
された放射性物質、さらには過去の大気圏内核
実験等により全地球的に放出された放射性物質
が依然として残存しています。
このような中、志賀原子力発電所周辺環境放
射線監視調査では、測定された空間放射線の変
動や放射性物質が発電所に起因するものかどう
かを的確に分離・評価することが課題となって
います。
これまで、平成２３年３月の東京電力（株）福

島第一原子力発電所事故を踏まえ、平成２５年度
から５カ年計画で県内の環境放射能の動態調査
として環境放射線観測局近傍の空間放射線レベ
ルと周辺環境との関係性の調査を行うととも
に、県内全域の空間放射線の調査、さらに環境
試料中の放射性物質のバックグラウンド調査を
行いました。
平成３０年度からは環境中の放射性物質の実態
及び挙動調査をテーマとして調査研究を行うこ
ととし、令和６年度は大気中及び降下物中の鉛
２１０・ベリリウム７の変動、降雨による空間線
量率の上昇、新しい放射線測定器の特性などの
調査を行いました。

（２）白山自然保護センター
① 白山における高山生態系の長期モニタリン
グ調査（モニタリングサイト１０００高山帯調査）
環境省が平成１５年度から実施している「重要
生態系監視地域モニタリング推進事業」が正式
名称であり、全国のさまざまな生態系（森林、
草原、干潟、サンゴ礁など）に１，０００か所程度
の調査サイトを設置し、長期間モニタリングを
継続していくものです。高山帯の調査は、平成
２０年度に調査地の認定や方法等が検討され、翌
年度の試行調査を経て、平成２２年度から本格実
施することとなり、白山は全国５か所（ほかに
大雪山、北アルプス、南アルプス、富士山）の
ひとつに選定され調査を行うことになりまし
た。この調査により、地球温暖化が高山生態系
に及ぼす影響などを把握し、解明することが期
待されます。
白山自然保護センターでは、令和６年度、白
山の高山帯における気温（１地点）や地表面・
地中温度（３地点）の計測、自動撮影カメラに
よる高山植物の開花時期（２地点）、ハイマツ
の年枝伸長量調査（１地点）及び昆虫類の調査
を行いました。また、より短期間での変化を広
域・多地点で把握するため、移行的な群落にお
いて簡易的な植生調査を弥陀ヶ原５地点、エ
コーライン１地点で試験的に行いました。気温
や地表面及び地中の温度調査は通年にわたり同
じ場所で記録をしました。そのうち気温調査
は、室堂の白山荘の屋根にポールを取付け、１
時間毎に計測を行いました。地表面温度の変化
状況から、令和６年度の観察地点の雪解けは、
南竜ヶ馬場は６月下旬から７月上旬、水屋尻は
７月上旬だったことがわかりました。
昆虫類の調査のうち、チョウ類については定
点調査及びライントランセクト調査を８月上旬
に行いました。両調査とも、観光新道において
行いました。この調査において、令和６年度は
高山チョウであるベニヒカゲが例年どおり確認
されました。ベニヒカゲは調査開始した平成２１
年度より毎年記録されており、平成２４年度と平
成２６年度を除いて、この調査では最も多くの個
体が確認されております。同じく高山チョウで
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あるクモマベニヒカゲについては、確認される
年と確認されない年があり、令和５年度は両方
の調査で確認されませんでしたが、令和６年度
は定点調査で４個体、ライントランセクト調査
で３個体確認されました。これらの他、定点調
査ではキアゲハやキタキチョウなど６種、ライ
ントランセクト調査ではキアゲハやヒメキマダ
ラヒカゲなど５種が確認されました。アサギマ
ダラについては、ベニヒカゲと同様に調査開始
した平成２１年度以降毎年確認されていますが、
今年度は定点調査で確認されず、ライントラン
セクト調査で１個体の確認にとどまりました。
また、地表徘徊性甲虫類は、７月３０日から７
月３１日にかけて４地点でのピットフォールトラ
ップ法による調査を行い、６科２３種が記録さ
れ、このうちオサムシ科が１５種と最も多く記録
されました。これらの内、コクロナガオサムシ
（ハクサンクロナガオサムシ）、コイケミズギワ
ゴミムシなど６種は、この調査が開始された平
成２１年から毎回記録されています。雪田群落の
２地点では出現する種は同じものが多く、ハイ
マツ林、風衝地とは出現する種類が異なってい
ることがわかりました。今後とも調査は継続さ
れる予定です。

② 白山における外来植物対策
白山国立公園の自然環境と景観を保全するた
め、以下のとおり外来植物の除去に取り組みま
した。

ア オオバコ、スズメノカタビラなど
低地性の植物であるオオバコなどが高山・亜
高山帯に侵入し、景観上の問題や在来の高山植
物と交雑するなどの問題があることから、白山
登山道周辺で、除去活動を行っております。作
業については、NPO法人環白山保護利用管理
協会と共同し、ボランティアを募集して行って
おり、イベントによる除去と研修を受講し登録
されたボランティアによる自主的除去の２本立
てで行っております。また、平成２８年度からは
石川県自然解説員研究会の協力を得て、７月か
ら８月にかけてアカミタンポポ等外来性タンポ

ポ種群の除去も行っております。
令和６年度の主な種の除去量については、オ
オバコ１２０．４０kg、シロツメクサ１３．６９kg、スズ
メノカタビラ８．３０kg となりました。うち、自
主的除去においては、オオバコ１３３．５１kg、シロ
ツメクサ２．９７kg、スズメノカタビラ０．３０kg と
なりました。石川県自然解説員研究会について
は令和２年度と令和３年度は除去活動を休止し
ていましたが、令和４年度から再開し、令和６
年度は外来性タンポポ０．４８kg を除去しまし
た。
これらの活動の他、企業等団体が除去活動を
希望した場合は個別対応でレクチャーを行って
おり、令和６年度は１団体が除去活動を行い、
スズメノカタビラ０．６６kg を除去しました。

イ セイタカアワダチソウ
休耕地や道路の沿線などに群生する植物とし
て知られるセイタカアワダチソウは、国が定め
た「我が国の生態系に被害を及ぼすおそれのあ
る外来種リスト」の重点対策外来種に選定され
ています。本種が、県道白山公園線（白山市白
峰風嵐～別当出合の約１６．０km）内で確認され
たことから、その分布の拡大を防止するため、
分布調査及び除去を平成２４年度から実施してい
ます。令和６年度は、国土交通省資材運搬道路
（別当出合～市ノ瀬）においても除去を行いま
した。
令和６年度は、４５地点で１，１９３本、２９．１２kg

を除去しました。うち、市ノ瀬園地については、
１１地点で２２８本、４．７５kg を、国土交通省資材運
搬道路では３地点で７５本、３．１５kg を除去しま
した。
白山公園線沿線上では、風嵐ゲートから０～
２kmの区間および６～８kmの区間に集中し
て分布していることがわかりました。継続的な
除去により分布の拡大と高密度化が抑えられて
おります。一方で、市ノ瀬園地では令和２年以
降新たな場所に多量に生育が確認されたこと
で、近年は除去量が増加しています。令和６年
度も工事などで地面が掻き起こされた場や新し
く生育が確認されました。
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これらのことより、セイタカアワダチソウの
生育を見過ごすと爆発的に増加する可能性があ
ることから、調査及び除去を今後も注意深く続
けていく必要があると考えられます。

③ 県指定希少野生動植物種オキナグサ、サド
クルマユリの保全に関する調査
オキナグサとサドクルマユリ（ともに県RDB
絶滅危惧Ⅰ類）は、「ふるさと石川の環境を守
り育てる条例」に基づく石川県指定希少野生動
植物種に指定されています。両種は、環境の変
化や園芸目的の採取により個体数が激減してい
ます。そこで、県では「石川の種の保存事業」
として、平成２２年度より両種の保存に取り組
み、白山自然保護センターでは現地個体群保全
のための調査や保全の取り組みを進めていま
す。
オキナグサについては生育個体数と開花・結

実状況等の調査を実施しました。あわせて自生
個体の盗掘を防ぐためのパトロールを白山市や
警察、地元住民とともに実施しており、その結
果、令和６年度の盗掘は確認されませんでし
た。また、生育地外での栽培等もすすめ、系統
保存を図っています。
サドクルマユリについては、現地調査は令和
６年能登半島地震の影響により、実施すること
ができませんでした。なお、生育地外での保全
策として、石川県立大学において、現地で採集
した種子を用いた無菌播種による培養を継続的
に行っています。

④ 石川県のブナ科樹木３種の結実予測とツキ
ノワグマの出没状況調査
ツキノワグマ出没予測のため、主要な餌とな
るブナ、ミズナラ、コナラの雄花序落下量と着
果度を観測することにより結実予測を行いまし
た。調査はクマの多い加賀地方を中心に、各樹
種２０～３０地点程度で行いました。その結果、５
月～６月に実施した雄花序落下量調査では、県
内全体としてブナは凶作、ミズナラは豊作、コ
ナラは並作と予測されました。また、８月に実
施した着果度調査では、県内全体としてブナは

凶作、ミズナラは豊作、コナラは並作と予測さ
れました。ブナが凶作で、秋の目撃件数が例年
よりも多い回数でした。クマの目撃件数は年間
４２０件と大量出没のあった令和２年度の８６９件に
比べ少ないものの、近年、春期から夏期に安定
して目撃されていることから注意が必要となっ
ています。

⑤ 自動撮影カメラで確認された加賀地域にお
けるニホンジカの生息状況
平成２７年度から令和６年度に加賀地域の森林
内に３６台の自動撮影カメラを８月から１１月の４
か月間設置し、ニホンジカの生息状況を調査し
ました。ニホンジカが確認された地点数は、平
成２７年度では２２地点でしたが、令和２年度まで
に全３６地点となりました。ニホンジカの撮影効
率（自動撮影カメラ１台・１日当たりに撮影さ
れたニホンジカの撮影頭数）は平成２７年度では
０．０４頭／１台・１日でしたが、令和６年度には
０．２２頭／１台・１日と増加しつつあります。こ
れらの結果から、加賀地域においてニホンジカ
の定着、増加が徐々に進んでいることが示唆さ
れました。

⑥ 白山弥陀ヶ原における雪田植生回復のため
のチシマザサ管理手法の開発
１．ササ群落高の違いによる植生の違いおよび
刈り取りの試行
白山弥陀ヶ原では、１９７７年と比較してササ
の生育範囲が拡大しています。北海道の事例
では、ササの刈り取りにより、雪田植生が回
復しており、適切な刈り取り頻度を検討する
ため、弥陀ヶ原でササの発達度合の異なる３
箇所に各３個の調査区を設置し、各２個の調
査区のササを刈り取りました。また、ササの
稈密度や群落高、下層植生の状況を記録しま
した。その結果、群落高が大きい場所では、
下層植生がほぼ存在していませんでした。今
後は、雪田植生の復元を目指し、ササの発達
度合に応じた最適な刈り取り頻度を検討して
いく予定です。
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⑦ 自動撮影カメラによる白山の亜高山帯・高
山帯へのニホンジカの侵入状況調査２０２４年
ニホンジカは高山帯に侵入、定着した場合に
短期間のうちに高山植物を衰退させるおそれが
あることから、高山植物への影響が顕在化する
前からの侵入状況の把握が重要となります。高
山帯へのニホンジカの侵入状況を把握すること
を目的に、２０２３年から自動撮影カメラによる調
査を行っています。その結果、昨年に続き高山
帯でニホンジカが少数撮影されました。また今
回、新たにカメラを設置した中宮道のお花松原
において、ニホンジカが複数頭同時に確認され
ており、今後も白山のニホンジカの動向を把握
するためモニタリングを継続していく必要があ
ります。

（３）のと海洋ふれあいセンター
のと海洋ふれあいセンターは、石川県の海岸
と浅海域の動植物に関する調査研究と海の環境
保全、野生動植物の保護に関する普及啓発を行
うことを目的に設置されました。本県の海岸、
浅海域には日本を代表する海藻草類の藻場が形
成されていて、海洋生物の多様性を支えていま
す。モニタリング調査などを通じて基礎的な資
料の集積をはかり、成果を、『能登の海中林』な
どの発行等、普及啓発活動に活用しています。
また、海と川とのつながりを守るため、河川を
含めた流域全体の調査研究も実施しています。
ここでは令和６年度の調査研究により得られた
新たな知見を紹介します。

① 九十九湾におけるアラサキガンガゼの定着
状況
２０２３年にガンガゼ類の越冬が確認された能登
町の九十九湾において、２０２４年８月にガンガゼ
類の採集調査と生殖腺熟度指数GSI（Gonado
Somatic Index）の測定を行いました。アラサ
キガンガゼが九十九湾内の小木で１３個体、蓬莱
島の周縁で８個体が採集され、ガンガゼは確認
されませんでした。サイズ構成として、２齢（小
木：４７．６～５７．４mm、蓬莱島：４１．２～４９．２mm）
が優占的で、蓬莱島では１齢２個体（２４．６、２７．５

mm）、３齢以上２個体（６０．１、６５．５mm）も採
集されました。８月１日に小木で採集されたア
ラサキガンガゼのGSI は５．７±２．４でした。２０２４
年に海水温が１０℃を下回る日数は３１日で、前年
と比べて海水温は低い傾向でした。

図 アラサキガンガゼの殻径構成

② 津波によるかく乱を受けた久里川尻川の河
口周辺における底生動物
令和６年能登半島地震に伴う津波が久里川尻
川の河口域の底生動物に与えた影響を調べるた
め採集調査を実施しました。震災前後の調査よ
り、甲殻類５種、軟体動物５種、魚類４種が採
集されました。石川県内での記録が乏しいカワ
アイとアリアケモドキは、久里川尻川で初記録
となりました。震災前には本流沿岸のヨシ原で
ウミニナ、ホソウミニナ、カワアイの生息が確
認されていましたが、津波の影響によりヨシ原
の一部が流失し、これら巻貝３種の生息は確認
されませんでした。ただし、上流区間で震災後
にカワアイ２個体が発見されています。震災後
の水路における採集調査では、下流区間でアリ
アケモドキやケフサイソガニなど、中流から上
流区間でヤマトシジミやアメリカザリガニなど
が採集されたことから、水路では生物に対する
津波によるかく乱の影響は軽微であったと考え
られます。

図 カワアイ
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図 アリアケモドキ

③ 令和６年能登半島地震後の岩礁海岸におけ
る底生無脊椎動物および海藻草類のモニタリ
ング調査
２０２４年に発生した能登半島地震は、沿岸の著
しい隆起と津波現象を引き起こし、岩礁海岸の
生態系に大きな影響をもたらしたと考えられま
す。震災前から実施している岩礁海岸のベント
ス（底生無脊椎動物、海藻草類）を対象とした
モニタリング調査を、能登半島におけるこれま

での調査地点１０海岸に、隆起海岸の新たな６海
岸を追加し、合計１６海岸で実施しました。震災
前後で津波を受けた海岸や隆起していない海岸
では、ベントスの確認種数に大きな変化は見ら
れませんでした。一方隆起海岸では確認種数の
減少が確認されました。特に隆起による影響は
潮間帯生物に対してあきらかでしたが、海岸ご
とや種ごとに生存状況は異なっていて、今後よ
り詳細な調査必要なことがわかりました。

図 調査地点の輪島市鹿磯海岸

④ モニタリング調査の継続
のと海洋ふれあいセンターでは、石川県一円
の岩礁海岸と砂浜海岸において周期的にモニタ
リング調査を行い、各海岸における人為的な改
変状況と生物相の把握を行っています。
かほく市高松から羽咋市千里浜、そして志賀
町甘田の砂浜海岸は、日本海沿岸を代表するシ
ギ・チドリ類の重要な飛来地となっています。
これらの海岸の波打ち際には等脚類の一種ナミ
ノリソコエビが豊富に生育しています。シギ・
チドリ類は渡りの中継地としてこの海岸に飛来
し、ナミノリソコエビを採食して栄養を補給し
ていることが明らかとなっています。そこで当
センターでは毎年春と秋の渡りの時期に、ナミ
ノリソコエビの生息状況をモニタリング調査し
ています。
さらに、九十九湾園地の磯の観察路における
気象と水質観測、そして九十九湾における水質
観測、また海域における希少な野生動植物の情
報収集を行い、身近な海の環境変化を把握し、
記録に残すことを目的に活動しています。

図 調査地点（●調査実施，○未調査，
▲追加した隆起海岸）

第
２
部

第
６
章

環境を通じた人づくり・地域づくり第６章

－ 128 －



（４）林業試験場
林業試験場では、森林・林業・木材産業に関
する調査研究を進めています。このうち、県民
の生活環境に関わる研究として、森林の管理と
機能評価などについて取り組んでいます。

① 森林内に侵入した又は放置された竹林の駆
除と森林の再生
森林内に侵入した竹は水土保全等の森林機能
を低下させるため、不要な侵入竹を駆除して森
林を再生させる取組が行われています。林業試
験場では、侵入竹伐採後の植生の回復状況を平
成２４年度から県内２０箇所で継続して調査してい
ます。その結果、侵入竹は徐々に衰退し、広葉
樹の生育や下層植生の回復が認められました。
これにより、森林の機能が回復していることを
確認できました。
また、平成２９年度からは発生源である放置竹

林の伐採駆除後の竹の再生や広葉樹等の下層植
生の回復状況について、県内２０箇所でモニタリ
ングしています。侵入竹林同様、整備後の植生
は順調に繁茂し、機能も回復していることを確
認しました。

② 手入れ不足人工林の間伐後の植生回復
平成２０年度から、林業試験場では、平成１９年
度から導入された「いしかわ森林環境税」を活
用して実施している手入れ不足が原因で過密に
なった針葉樹人工林強度間伐地のうち４０か所に
おいて、強度間伐後の植生回復状況を継続して
調査しています。その結果、多様な広葉樹の生
育や下層植生の増加が見られ、生物多様性機能
や水土保全機能が順調に回復していることを確
認できました。

（５）工業試験場
工業試験場では、地球環境を保全した持続可
能な産業社会実現に向け、研究開発を行ってい
ます。令和６年度には、省エネルギーやバイオ
マス資源の利用などの環境保全に資する研究を
９件実施しました。令和７年度においても、新
たな４テーマを加えた９件の環境保全や環境改

善に寄与する研究に取り組んでいきます。

① 研 究
ア 熱交換用ラティス構造の設計技術に関する
研究（令和４～６年度）
格子状の流路構造を持つ熱交換器を提案し、

最適な格子寸法を導出しました。設計した流路
構造を金属３Dプリンターで造形し、熱交換性
能を検証しました。

イ シミュレーション活用によるレーザ肉盛の
品質向上に関する研究（令和５～７年度）
金属成分シミュレーションを用いて高い硬度
を有する合金成分を予測し、狙い硬さを有する
新規合金粉末を試作しました。また、適切な肉
盛造形条件を見出しました。

ウ 工場に簡単導入可能な IoTシステムの開発
（令和６～７年度）
複雑な配線やはんだ付け不要なデバイスで温
湿度や電流センサーからデータを収集し、サー
バへ送信、保存し、さらに、グラフ化するプロ
グラムを開発しました。

エ 環境低負荷型摺動性繊維の開発（令和６～
７年度）
フッ素等の環境負荷物質を含まない超高分子
量ポリエチレン等の熱可塑性樹脂を用いて作製
した板材の摺動性を評価しました。

オ 脱炭素社会の実現を推進する革新的リグニ
ン系高機能材料の開発（令和２～６年度）
改質リグニン樹脂と炭素繊維の複合材料を試
作し、改質リグニン樹脂の添加量と炭素繊維の
界面接着性と力学的性質との相関関係を評価し
ました。

カ 天然由来材料を活用したFRP製造技術の
開発（令和４～６年度）
バサルト繊維と各種バイオマス樹脂を用いた
バサルト繊維複合材料（BFRP）を試作し、力
学的性質等を評価することで、BFRP成形技術
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を確立しました。

キ デジタル技術を活用した環境エネルギー材
料の開発（令和５～７年度）
機械学習やAI 技術を活用した材料開発手法
を活用して、熱電変換材料、電池材料を対象に
高性能材料の探索を行い、材料の試作と性能評
価を行いました。

ク グリーン水素利活用のための需給平準化技
術の研究（令和５～６年度）
２０２３年の出力抑制実績に基づき、余剰電力に
よる水電解を想定しグリーン水素製造量を算出
しました。また、太陽光発電から得た水素と燃
料電池を用いた発電実験を実施しました。

ケ 珪藻土粉の環境配慮型固形化技術の開発
（令和６～７年度）
珪藻土粉とバインダーを配合し固形化物を作
製し、バインダー種や配合量による強度変化を
曲げ強度試験で評価しました。

② 指導事業
ア グリーンイノベーション研究会
工業試験場は再生可能エネルギー技術に関心
の高い企業、研究機関等との人材交流を行うこ
とで、再生可能エネルギーを利用する技術に関
しての情報交換と県内企業における製品化の取
り組みを支援するとともに、再生可能エネル
ギー関連産業の振興を行っています。

イ 研究・指導成果発表会・新製品開発事例発
表会開催事業
研究・指導の成果発表、成果物の展示などを
通じて技術支援の内容、方法を具体的に紹介
し、県内企業の生産技術、開発技術の向上を図
っています。

ウ 技術指導
令和６年度は、エネルギー・環境関連、めっ
き、食品及び窯業等の企業に対する巡回技術指
導等を行い、リサイクルに関連する技術１件に

ついて現地指導を行いました。

エ 一般技術相談・指導
工業試験場では県内企業等からの環境に関す
る技術相談・指導を行っています。令和６年度
における環境・省エネに関する技術相談・指導
件数は４２件でした。

２ 国際環境協力の推進
＜環境政策課＞

（１）酸性雨対策（再掲）
① 日本における酸性雨
酸性雨の原因となる硫黄酸化物や窒素酸化物
は、気象条件によっては国境を越えた広範囲に
わたり影響を及ぼすことがあります。
環境省では、昭和５８年度から酸性雨の実態調
査や土壌や森林への影響調査を実施するととも
に東アジア酸性雨モニタリングネットワークに
よる国際的な酸性雨対策に取り組んでいます。
なお、これまでの調査では、わが国では、酸

性雨による生態系への明確な影響は認められて
いませんが、全国的に欧米並みの酸性雨が観測
されていることから、大陸に由来した汚染物質
の流入が示唆されています。

② 県の取組
本県では、昭和５８年度から酸性雨調査を実施
するほか、環境省と協力して県内の土壌や植
生、陸水への影響について調査しています。
また、酸性雨のような国境を越えた問題は、
それぞれの国同士のほか、地域同士の相互理解
と協力が必要であり、中国人技術研修生の受入
や技術指導などの国際協力を進めています。

（２）黄砂対策（再掲）
近年、黄砂の発生頻度が増加し、社会的な注
目を集めるとともに、日本における影響が懸念
されています。
黄砂自体は、自然現象であることから、従来
は、さほど問題視されていませんでしたが、有
害な大気汚染物質が黄砂に付着して飛来するお
それがあり、その実態を解明する必要がありま
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す。
これまでの県の調査でも、本県に飛来する途
中に燃焼などによって排出される大気汚染物質
を吸着していることが示唆されており、継続的
な調査を実施する必要があります。

（３）フロン対策
① オゾン層の破壊と地球温暖化
フロンの一種であるCFCは、化学的な安定

性や安価で人体への毒性が小さいなど多くの利
点があり、冷蔵庫やエアコンの冷媒、建材用断
熱材の発泡剤、スプレーの噴射剤、半導体等の
洗浄液など、幅広い用途に用いられてきました。
しかし、CFCは、大気中に放出されると成
層圏に到達し、オゾン層を破壊します。オゾン
層が破壊されると、地上に到達する有害な紫外
線（UV-B）が増加し、皮膚ガンや白内障等の
健康被害の発生や、植物やプランクトンの成育
の阻害等を引き起こすことが懸念されていま
す。
このため、CFCは世界的に生産が規制され、
平成２１年末までに全廃されました。また、CFC
の代替物質であるHCFCも、CFCほどではな
いもののオゾン層を破壊するため、平成８年か
ら生産規制が進められており、現在はオゾン層
を破壊しないHFCの出荷が増えています。
しかし、このHFCは高い温室効果をもつた
め、ノンフロン製品や地球温暖化係数の低いフ
ロン製品への転換、使用時漏えい防止など、HFC
の製造から廃棄までのライフサイクル全体を見
据えた包括的な対策が必要な状況にあります。

② オゾン層破壊物質の排出の抑制
日本は、オゾン層の保護のための国際的な対
策の枠組みである「オゾン層の保護のための
ウィーン条約」及び「オゾン層を破壊する物質
に関するモントリオール議定書」に加入し、昭
和６３年に「オゾン層保護法（特定物質の規制等
によるオゾン層の保護に関する法律）」が制定さ
れ、オゾン層破壊物質の生産や輸出入の規制、
排出抑制の努力義務などが規定されました。

③ フロン類の排出抑制の促進
オゾン層を破壊するフロン類の生産や輸出入
の規制が開始されましたが、過去に生産された
冷蔵庫、カーエアコン等の冷凍空調機器の中に
は、充填されたCFC、HCFCが相当量残され
ています。
また、オゾン層破壊物質の代替物質として使
用が増加しているHFCは、強力な温室効果ガ
スであり、京都議定書の削減対象物質となって
います。なお、オゾン層破壊物質であるCFC、
HCFCも強力な温室効果ガスです。
オゾン層の保護、地球温暖化の防止のために
は、冷蔵庫やエアコン等の冷凍空調機器に充填
されているフロン類（CFC、HCFC、HFC）が
大気中に放出しないよう注意して製品を取り扱
うとともに、機器の整備を定期的に行うことで
漏えいを防止し、また、新しい製品を購入する
際はフロン類を使用していない製品を選ぶよう
注意が必要です。
このような中で、HFCの排出量が今後増大
する見込みであること、従来のフロン回収破壊
法によるフロン類の回収率が低迷しているこ
と、業務用冷凍空調機器の使用時におけるフロ
ン類の漏えいが従来の想定よりも相当程度多い
ことが判明したこと、国際的な規制強化の動き
があることを踏まえ、フロンの回収・破壊だけ

表１ モントリオール議定書に基づく先進国に
対する規制スケジュール

種 類 規制開始 全 廃

CFC（特定フロン※） １９８９（平成元）年 １９９６（平成８）年

CFC（特定フロン以外） １９９３（平成５）年 １９９６（平成８）年

ハロン １９９２（平成４）年 １９９４（平成６）年

四塩化炭素 １９９５（平成７）年 １９９６（平成８）年

１，１，１‐トリクロロエタン １９９３（平成５）年 １９９６（平成８）年

HBFC － １９９６（平成８）年

HCFC １９９６（平成８）年 ２０２０（令和２）年

臭化メチル １９９５（平成７）年 ２００５（平成１７）年

※特定フロンとは、モントリオール議定書附属書AグループⅠに定
められたCFC５種を指す。
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でなく、フロン製造から廃棄までのライフサイ
クル全体にわたる包括的な対策が必要とされた
ため平成２５年６月に、フロン回収破壊法が改正
され、名称も「フロン排出抑制法」に改められ、
平成２７年４月１日から施行されました。また、
フロン類の廃棄時回収率向上のため、機器廃棄
時のフロン類引渡義務違反に対する直接罰の導
入等、抜本的な対策を講じた改正法が令和２年
４月１日から施行されました。（図１）
フロン類を使用した機器を廃棄する場合には
フロン類を確実に回収することが必要です。業
務用冷凍空調機器（「第一種特定製品」といい
ます）は「フロン排出抑制法」、家庭用の電気
冷蔵庫・冷凍庫、電気洗濯機及びルームエアコ
ンは「家電リサイクル法」、カーエアコンは「自
動車リサイクル法」に基づき、これらの機器の
廃棄時にフロン類の回収が義務付けられていま
す。回収されたフロン類は、再利用される分を
除き、破壊されることとなっています。

ア 業務用冷凍空調機器
＜環境政策課＞

フロン排出抑制法では、第一種特定製品の管
理者には、第一種特定製品の設置環境・使用環
境の維持保全、簡易点検・定期点検、漏えい等
が確認された場合の修理を行うまでのフロン類
の充塡の原則禁止、点検・整備の記録作成・保
存等を行うことを通じ、使用時におけるフロン
類の漏えい防止に取り組むことが義務化され、
一定量以上のフロン類を漏えいさせた管理者
は、算定漏えい量等を国に報告し、国ではその
算定漏えい量等を公表することになりました。
また、第一種特定製品に冷媒としてフロン類
の充塡を業として行おうとする者についても、
知事の登録を受けることとし、第一種フロン類
回収業者の名称も「第一種フロン類充塡回収業
者」に変更され、第一種特定製品の管理者及び
整備者は、当該製品に冷媒としてフロン類を充
塡する必要があるときは、第一種フロン類充塡
回収業者に委託すること等が新たに義務付けさ

表２ 令和６年度フロン排出抑制法に基づく第一種フロン類充塡回収業者からのフロン類充塡回収量
報告の集計結果

区分 設置 設置以外 合計
CFC HCFC HFC 計 CFC HCFC HFC 計 CFC HCFC HFC 計

充塡した台数 （台） １１ ９ １，５９８ １，６１８ ２ ３８５ ３，８５３ ４，２４０ １３ ３９４ ５，４５１ ５，８５８

充塡した量 （kg） １０５．０ １８９．４ １０，７７２．２ １１，０６６．６ ３３．６ ５，８７６．４ ２８，６３２．４ ３４，５４２．４ １３８．６ ６，０６５．８ ３９，４０４．６ ４５，６０９．０

区分 整備 廃棄等 合計
CFC HCFC HFC 計 CFC HCFC HFC 計 CFC HCFC HFC 計

回収した台数 （台） ４ １９１ ２，４６５ ２，６６０ ７４８ １，９２４ ７，５６８ １０，２４０ ７５２ ２，１１５ １０，０３３ １２，９００

回収した量 （kg） ３．２ １，０５６．４ １１，７７９．７ １２，８３９．３ ６８．７ ７，６９０．４ ２３，９６９．３ ３１，７２８．４ ７１．９ ８，７４６．８ ３５，７４９．０ ４４，５６７．７

令和６年度当初に保管
していた量 （kg） ６．６ ２５９．５ １，０６０．１ １，３２６．２ ６９．８ ８９６．０ ４２７．３ １，３９３．１ ７６．４ １，１５５．５ １，４８７．４ ２，７１９．３

第一種フロン類再生業
者に引き渡した量 （kg） ２．９ ７．３ ２，７２２．９ ２，７３３．１ ０．１ ５９６．３ ２，３５７．０ ２，９５３．４ ３．０ ６０３．６ ５，０７９．９ ５，６８６．５

フロン類破壊業者に引
き渡した量 （kg） ０．３ ３５６．６ ６，３４２．２ ６，６９９．１ ５４．４ ６，５４９．８ １９，８７６．１ ２６，４８０．３ ５４．７ ６，９０６．４ ２６，２１８．３ ３３，１７９．４

第５０条第１項ただし書
自ら再生し充塡した量（kg） ０．０ ５３２．０ ４１４．３ ９４６．３ ０．０ ２４．５ １１４．２ １３８．７ ０．０ ５５６．５ ５２８．５ １，０８５．０

第４９条第１号に規定す
る者に引き渡した量 （kg） ０．０ １４８．２ ２，３１２．７ ２，４６０．９ ２３．１ ４４９．２ １，４９８．８ １，９７１．１ ２３．１ ５９７．４ ３，８１１．５ ４，４３２．０

令和６年度末に保管し
ていた量 （kg） ６．６ ２７１．７ １，０４７．８ １，３２６．１ ６１．０ ９６６．５ ５５０．４ １，５７７．９ ６７．６ １，２３８．２ １，５９８．２ ２，９０４．０

（注） 小数第二位を四捨五入しているため、計が一致しない場合があります。
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れました。
本県では、知事の登録を受けた第一種フロン

類充塡回収業者への立入調査、第一種特定製品
の管理者への立入調査、「建設リサイクル法」に
基づく建築物の解体工事現場への立入調査を実
施し、フロン類排出抑制の一層の徹底を図って
います。
フロン排出抑制法に基づく、令和６年度にお

けるフロン類充塡回収業者からのフロン類充塡
回収量の集計結果は、表２のとおりです。

イ 家庭用のエアコン・冷蔵庫・冷凍庫
＜資源循環推進課＞

平成１３年４月から「家電リサイクル法」が施
行されています。使用済の家庭用エアコン・冷
蔵庫は、家電販売店等から県内４箇所の指定引
取場所を経由して、製造業者が設置するリサイ
クル施設に運搬され、そこでフロン類の回収が
行われています。
また、平成１６年４月からは、家庭用冷凍庫が

「家電リサイクル法」の対象に加わっており、
同様にフロン類の回収が行われています。

ウ カーエアコン ＜資源循環推進課＞
カーエアコンに含まれるフロン類は、平成１６

年１２月までは、「フロン回収破壊法」に基づい
て回収されていましたが、平成１７年１月１日以
降に引取業者に引き取られた車両については、
「自動車リサイクル法」に基づき、フロン類回
収業者がフロン類を回収しています。自動車の
所有者は、原則として新車を購入した時にフロ
ン類回収破壊費用を含むリサイクル料金を支払
うとともに、使用済自動車については、県知事
または金沢市長の登録を受けた引取業者に引き
渡す必要があります。

表３ 令和６年度自動車リサイクル法に基づく
フロン類回収業者によるフロン類年次報
告の状況（令和７年６月１０日時点）

区 分 CFC HFC 計

フロン類回収業者引取報告件数 １６，７５１

自動車製造事業者等への引渡量（kg） ０ ２，５６６．２ ２，５５６．２

再利用量（kg） ０ ０．８ ０．８

再利用車台数 ０ ２ ２

令和５年度末に保管していた量（㎏） ２６．２ ７３５ ７６１．２

※金沢市分を含む。
出典：公益財団法人 自動車リサイクル促進センター

図１ フロン類のライフサイクル全体（出典：環境省フロン排出抑制法パンフレット）
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令和６年度の「自動車リサイクル法」に基づ
くフロン類回収業者によるフロン類年次報告の
状況は表３のとおりです。

（４）国際環境協力
① 日中韓環境協力トライアングル事業

＜環境政策課＞
本県では、中国江蘇省、韓国全北特別自治道
の三者による「日中韓環境協力トライアングル
事業」を実施しており、各国に共通する環境課
題をテーマに環境保全技術検討会を開催してい
ます。この検討会では、それぞれの取組を紹介
し、環境保全分野における協力関係の強化を図
っています。
令和６年度は、中国江蘇省、韓国全北特別自
治道との三者により、１１月１日にオンラインで
開催し、プラスチックごみ削減対策について意
見交換を行いました。

② SATOYAMAイニシアティブ推進ネット
ワーク ＜自然環境課＞
生物多様性の保全は世界的な課題であり、平
成２２年に愛知県で開催された生物多様性条約第
１０回締約国会議（COP１０）では、里山に代表され
る人の営みによって形成・維持されてきた二次
的な自然環境における生物多様性の保全とその
持続可能な利用の両立を図る「SATOYAMAイ
ニシアティブ」を推進することが採択されまし
た。また、その国際的な推進組織（SATOYAMA
イニシアティブ国際パートナーシップ（IPSI））
が創設され、本県も参画しています。
さらに、社会・経済環境を同じくする日本国
内においても、里山里海の保全・利用に取り組
む多様な主体のネットワークをより一層強固に
し、取組を全国的に推進していきたいとの思い
から、平成２５年９月、「SATOYAMAイニシア
ティブ推進ネットワーク」を設立し、石川・福
井両県知事が共同代表に就任しました。
（参加団体 １１９団体 令和７年４月現在）
本ネットワークでは、「SATOYAMAイニシ

アティブ」の理念を踏まえつつ、企業、NPO、
研究機関、行政など、国内における多様な主体

が、その垣根を越え、様々な連携・交流・情報
交換等を図るためのプラットホームを構築し、
里山等地域の保全や利用の取組を国民的取組へ
と展開することを目指しています。
本県としても、ネットワークの活動を通し
て、国内における SATOYAMAイニシアティ
ブの推進に貢献するとともに、本県の元気な里
山里海づくりの発信や取組の更なる深化を図っ
ています。
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